
第１０６期定時株主総会招集ご通知に際しての 

イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項 

［ 事業報告 ］ 

 １．当行の現況に関する事項のうち、「使用人の状況」、「営業所等の状況」

及び「その他銀行の現況に関する重要な事項」 

 ２．社外役員に関する事項のうち「社外役員の兼職その他の状況」 

 ３．当行の新株予約権等に関する事項 

 ４. 会計監査人に関する事項 

 ５．財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

 ６．業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況 

 ７．特定完全子会社に関する事項 

 ８．親会社等との間の取引に関する事項 

９．会計参与に関する事項 

１０．その他 

［ 計算書類等 ］ 

 ・ 個別注記表 

 ・ 株主資本等変動計算書 

 ・ 連結注記表 

 ・ 連結株主資本等変動計算書 

株 式 会 社 琉 球 銀 行 

本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、上記の事項につきましては、法令および当銀行定

款第16条の規定に基づき、インターネット上の当行ホームページ（https://www.ryugin.co.jp/ 

corporate/ir/message/）に掲載することにより、株主の皆さまに提供しております。 
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１．当行の現況に関する事項 

（１）使用人の状況 

当   年   度   末 

使    用    人    数 １，３４９人 

  平    均    年    齢 ４０年  １１月 

  平  均  勤  続  年  数 １７年  １月 

  平  均  給  与  月  額 ３７２千円 

注 1． 平均年齢、平均勤続年数、平均給与月額は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。 

2． 使用人数には、臨時雇員（283 人）及び嘱託（112 人）は含まれておりません。 

3． 平均給与月額は、賞与を除く３月中の平均給与月額であります。 

（２）営業所等の状況

イ．営業所数 

当   年   度   末 

那    覇    地    区 ３１店 
うち出張所 

（   ９ ） 

南    部    地    区 ８ （    １ ） 

中    部    地    区 ２６ （    ３ ） 

北    部    地    区 ６ （    １ ） 

離    島    地    区 ３ （    － ） 

県    外    地    区 １ （    － ） 

合              計 ７５ （ １４ ） 

注 上記のほか、当年度末において店舗外現金自動設備を 50,419 ヵ所 （うち当行 CD/ATM 137 ヵ

所、イーネット ATM 12,100 ヵ所、ローソン ATM 13,501 ヵ所、セブン銀行 ATM 24,681 ヵ所）設置

しております。 

ロ．当年度新設営業所 

該当ございません。 

注 当年度において店舗外現金自動設備をサンエー板良敷ほか 2ヵ所新設いたしました。 

ハ．銀行代理業者の一覧 

該当ございません。 

（３）その他銀行の現況に関する重要な事項 

該当ございません。 
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２．社外役員に関する事項 

社外役員の兼職その他の状況 

氏 名 兼職その他の状況

譜 久 山 當 則

富原 加奈子
沖縄県経営者協会 女性リーダー部会部会長（注 1）
琉球大学 非常勤理事（注 2）

花崎  正晴
埼玉学園大学 教授（注 3）
一橋大学 名誉教授（注 4）

高 橋  俊 介
慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授（注 5）
ピープル・ファクター・コンサルティング 代表（注 6）

中 山  恭 子 ＪＴＳ税理士法人 代表社員、公認会計士、税理士（注 7）

北 川  洋

注１．沖縄県経営者協会とは一般預金者としての経常的な取引がありますが、当行の直近事業

年度末の総預金に占める同法人の割合は 0.1％未満であり当行の預金に占める取引の規

模、性質等からみて、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはありません。なお、

融資取引はありません。

注２．琉球大学とは一般預金者としての経常的な取引がありますが、当行の直近事業年度末の

総預金に占める同法人の割合は 0.5％未満であり当行の預金に占める取引の規模、性質

等からみて、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはありません。なお、融資取引

はありません。 

注３．埼玉学園大学とは経常的な取引がありません。 

注４．一橋大学とは経常的な取引がありません。 

注５．慶應義塾大学大学院とは経常的な取引がありません。 

注６．ピープル・ファクター・コンサルティングとは経常的な取引がありません。 

注７．ＪＴＳ税理士法人とは一般預金者としての経常的な取引がありますが、当行の直近事業

年度末の総預金に占める同社の割合は 0.1％未満であり当行の預金に占める取引の規模、

性質等からみて、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはありません。なお、融資

取引はありません。 
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３．当行の新株予約権等に関する事項

（１）事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等 

 新株予約権等の内容の概要 
新株予約権等を 
有する者の人数 

取 締 役 

① 名称 

株式会社琉球銀行第１回新株予約権 

② 目的となる株式の種類及び数  

普通株式 5,900 株 

③ 権利行使価格(1 株あたり) 

1 円 

④ 新株予約権の行使期間     

2011 年 8月 1日～2041 年 7 月 28 日 

⑤ 権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役、執行役員、および監査役

のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内

(10 日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株

予約権を行使することができる。 

１名 

① 名称 

株式会社琉球銀行第２回新株予約権 

② 目的となる株式の種類及び数  

普通株式 8,400 株 

③ 権利行使価格(1 株あたり) 

1 円 

④ 新株予約権の行使期間     

2012 年 8月 1日～2042 年 7 月 30 日 

⑤ 権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役、執行役員、および監査役

のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内

(10 日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株

予約権を行使することができる。 

１名 

① 名称 

株式会社琉球銀行第３回新株予約権 

② 目的となる株式の種類及び数  

普通株式 9,800 株 

③ 権利行使価格(1 株あたり) 

1 円 

④ 新株予約権の行使期間     

2013 年 8月 1日～2043 年 7 月 30 日 

⑤ 権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役、執行役員、および監査役

のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内

(10 日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株

予約権を行使することができる。 

２名 
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 新株予約権等の内容の概要 
新株予約権等を 
有する者の人数 

取 締 役 

① 名称 

株式会社琉球銀行第４回新株予約権 

② 目的となる株式の種類及び数  

普通株式 12,000 株 

③ 権利行使価格(1 株あたり) 

1 円 

④ 新株予約権の行使期間     

2014 年 8月 1日～2044 年 7 月 30 日 

⑤ 権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役、執行役員、および監査役

のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内

(10 日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株

予約権を行使することができる。 

３名 

① 名称 

株式会社琉球銀行第５回新株予約権 

② 目的となる株式の種類及び数  

普通株式 16,600 株 

③ 権利行使価格(1 株あたり) 

1 円 

④ 新株予約権の行使期間     

2015 年 8月 1日～2045 年 7 月 30 日 

⑤ 権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役、執行役員、および監査役

のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内

(10 日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株

予約権を行使することができる。 

６名 

① 名称 

株式会社琉球銀行第６回新株予約権 

② 目的となる株式の種類及び数  

普通株式 28,600 株 

③ 権利行使価格(1 株あたり) 

1 円 

④ 新株予約権の行使期間     

2016 年 8月 1日～2046 年 7 月 30 日 

⑤ 権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役、執行役員、および監査役

のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内

(10 日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株

予約権を行使することができる。 

６名 

① 名称 

株式会社琉球銀行第７回新株予約権 

② 目的となる株式の種類及び数  

普通株式 24,000 株 

③ 権利行使価格(1 株あたり) 

1 円 

④ 新株予約権の行使期間     

2017 年 8月 1日～2047 年 7 月 30 日 

⑤ 権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役、執行役員、および監査役

のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内

(10 日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株

予約権を行使することができる。 

６名 

5



 新株予約権等の内容の概要 
新株予約権等を 
有する者の人数 

取 締 役 

① 名称 

株式会社琉球銀行第８回新株予約権 

② 目的となる株式の種類及び数  

普通株式 22,900 株 

③ 権利行使価格(1 株あたり) 

1 円 

④ 新株予約権の行使期間     

2018 年 8月 1日～2048 年 7 月 30 日 

⑤ 権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役、執行役員、および監査役

のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内

(10 日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株

予約権を行使することができる。 

７名 
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新株予約権等の内容の概要 
新株予約権等を 
有する者の人数 

監 査 役

① 名称 

株式会社琉球銀行第６回新株予約権 

② 目的となる株式の種類及び数  

普通株式 1,400 株 

③ 権利行使価格(1 株あたり) 

1 円 

④ 新株予約権の行使期間     

2016 年 8月 1日～2046 年 7 月 30 日 

⑤ 権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役、執行役員、および監査役

のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内

(10 日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株

予約権を行使することができる。 

２名 

① 名称 

株式会社琉球銀行第 7回新株予約権 

② 目的となる株式の種類及び数  

普通株式 1,500 株 

③ 権利行使価格(1 株あたり) 

1 円 

④ 新株予約権の行使期間     

2017 年 8月 1日～2047 年 7 月 30 日 

⑤ 権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役、執行役員、および監査役

のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内

(10 日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株

予約権を行使することができる。 

３名 

① 名称 

株式会社琉球銀行第８回新株予約権 

② 目的となる株式の種類及び数  

普通株式 4,300 株 

③ 権利行使価格(1 株あたり) 

1 円 

④ 新株予約権の行使期間     

2018 年 8月 1日～2048 年 7 月 30 日 

⑤ 権利行使についての条件 

新株予約権者は、当行取締役、執行役員、および監査役

のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日間以内

(10 日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株

予約権を行使することができる。 

４名 

7



４．会計監査人に関する事項 

（１）会計監査人の状況 

（単位：百万円） 

氏名又は名称 
当該事業年度 

に係る報酬等 
その他 

EY 新日本有限責任監査法人 

指定有限責任社員 田島 昇 

  指定有限責任社員 川口 輝朗

（監査証明業務） 

58 

（非監査業務） 

2 

（報酬等について監査役会が同

意した理由） 

注 1 

（非監査業務の内容） 

注 5 

注 1. 当行監査役会は、日本監査役協会が公表する｢会計監査人との連携に関する実務指針｣を踏まえ、

事業所別・項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、

当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、

会社法第 399 条第１項の同意を行っております。 

 2. 当行と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく

監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記当該事業年度

にかかる報酬等にはこれらの合計額を記載しております。 

3. 当行及び子会社が支払うべき会計監査人に対する報酬等の合計額は 64百万円であります。 

4. 株式会社琉球リースはEY新日本有限責任監査法人以外の会計監査人が計算書類等の監査を行っ

ております。 

5. 非監査業務の内容は、予想信用損失モデルに基づく引当金の導入に向けた助言業務であります。 

（２）責任限定契約 

会計監査人と締結している会社法第 427 条第 1項にかかる契約はございません。 

（３）会計監査人に関するその他の事項

会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

当行監査役会では、会計監査人が会社法第 340 条第１項各号に該当すると判断したと

きは、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針です。この場合、監査役

会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任

した旨と解任の理由を報告いたします。 

また、会計監査人の職務執行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確

保できないと認めたときは、執行機関の見解も考慮の上、株主総会に提出する会計監査

人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

５．財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

当行では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する方針につい

ては、特に定めておりません。
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６．業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況 

当行は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他

業務の適正を確保するための体制について、取締役会の決議により「内部統制システムの構築

に関する基本方針」を定めております。当該基本方針と運用状況の概要は以下のとおりです。 

(1)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

取締役は、法令および定款に従い職務を執行し、当行全体の法令遵守態勢が適切なものに

なるよう努め、取締役会は、各取締役の執行状況を相互に監督する。 

取締役会は、法令、定款およびその他行内規程の遵守を徹底するために、コンプライアン

スの基本方針、組織体制、権限等を「コンプライアンス・マニュアル」および関連規程で定

める。さらに、コンプライアンス上の事件、事故の未然防止あるいは拡大防止を目的に、コ

ンプライアンス報告ルールおよび内部通報制度を定めるとともに、内部監査部門を設置し、

内部統制の有効性と妥当性の確保に努める。あわせて、財務報告の信頼性を確保するため、

法令等に従い、財務報告に係る内部統制を整備、運用し、それを評価する体制を構築する。 

取締役会は、毎年、コンプライアンス・プログラムを制定し、使用人（当行の従業員、派

遣契約に基づき当行に派遣されている労働者、業務請負契約等に基づき当行内に常駐する労

働者、当行が雇用するパート、アルバイトをいう。以下同じ）に対する適切な研修、教育を

実施し、その定着状況を取締役会で確認する。 

（当該体制の運用状況） 

法令等遵守については、毎年度、コンプライアンス・プログラムを年度初めに策定し、頭

取を委員長とするコンプライアンス委員会を随時を含め 8 回開催するなどにより迅速な施

策展開を図ったほか、中間評価と最終評価はコンプライアンス委員会と取締役会にて報告し

ました。 

コンプライアンス・プログラムにおいて、役員等研修を重点施策の一つとし、コンプライ

アンス研修、セミナー、地銀協研修などへの派遣等を実施しています。 
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(2)取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制 

取締役の職務執行にかかる情報（以下、職務執行情報）は、文書または電子媒体に保存し、

関連規程に従い適切に保存、管理する。 

職務執行情報は、取締役、監査役等の求めに応じ、随時、提供できる体制を構築する。 

（当該体制の運用状況） 

2021 年度に 17 回開催した取締役会および 15 回開催した監査役会については、開催の都

度議事録を作成し、出席した取締役および監査役の記名・捺印のうえ本店に保存しており

（電磁的な方法で議事録を作成した場合は、電子署名をした上でデータセンターへ保存し

ています）、取締役、監査役等の求めに応じ、随時提供できる体制となっています。 

そのほか取締役が関与する重要会議の議事録は行内イントラネットに電磁的に保存し、

適切な権限設定のうえ必要に応じて閲覧できるように管理されています。 

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

取締役会は経営の健全性および適切性の確保、安定した経営基盤の確立を目的に、「リス

ク管理基本方針」、「リスク管理統括規程」および関連方針や関連規程等を制定し、各リス

クの管理部署、管理方法等を定め、リスクを適切に管理するとともに、リスク管理体制の整

備、強化に努める。 

各リスクの所管部署は、担当の取締役が管掌する。また、各リスクの所管部署は、定期的

にリスクの管理状況を取締役会、常務会、各種委員会等に報告する。 

不測の災害や事故等については、緊急措置ならびに行動基準を規定する「危機管理計画」

を定め、被害の最小化や必要業務の迅速かつ効率的な再開に備える。 

（当該体制の運用状況） 

リスク管理については、リスク管理統括規程において定めた部署により適切に実施して

おり、2021 年度に 10 回開催した ALM 委員会に管理状況が報告されたほか、リスクの特性に

応じて定められた頻度・方法により経営陣または取締役会等に報告されています。 

経営計画の達成に向けて経営体力の範囲内でリスクテイク方針を明確化するための経営

管理の枠組みとして RAF（リスクアペタイト・フレームワーク）を導入しました。2021 年 11

月より四半期に一度の頻度で RAF 委員会の試行を開始しており、2021 年度は 2 回開催しま

した。 
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(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

取締役会の委任を受けた重要事項の決議、重要事項の審議、頭取諮問機関として常務会を

設置するほか、必要に応じ取締役会、常務会、取締役に対する意見具申のために、「会議体

規程」および関連規程で定める各種委員会等を設置する。 

取締役会の効率的な職務執行を確保する観点から、取締役会、常務会、その他各職位の職

務権限、事務分掌を「職務権限規程」、「組織規程」および関連規程で定めるとともに、必

要に応じ職務執行の権限委譲を活用する。 

（当該体制の運用状況） 

2021 年度は常務会を 58 回開催し、取締役会の委任を受けた重要事項等を審議しました。

なお、常務会には常勤監査役が出席しているほか、審議の結果は取締役会に報告されていま

す。なお、取締役会付議基準は取締役会にて決議されております。 

(5)当行ならびに子会社から成るグループ各社における業務の適正を確保するための体制 

取締役会は、グループ各社の業務の適正性を確保するとともに、経営の効率化ならびに適

切なリスク管理を実現するために、管理体制、権限、当行への調整・報告事項等を「りゅう

ぎんグループ統括要綱」で定める。 

内部監査部門は、グループ各社のリスク管理状況を監査し、損失発生の危険および不適正

な業務等を把握した場合は、取締役会等へ報告する。 

グループ各社は、「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、使用人に対して適切な研

修、教育を実施し、コンプライアンスの浸透、定着を図る。 

（当該体制の運用状況） 

「りゅうぎんグループ統括要綱」においてグループ会社の運営および管理について規定

しており、また同統括要綱は、必要に応じて適宜見直しを行っています。 

グループ会社の法令遵守態勢等については、法令もしくは定款に違反する行為または恐

れが有る場合は、総合企画部関連事業室を通じてリスク統括部および当行監査役へ報告す

る体制としています。また、四半期毎に各グループ会社の法令遵守状況を取締役会へ報告し

ています。 

「りゅうぎんグループ統括要綱」に沿ってガバナンスが有効に機能しているほか、2021 年

度より年 4回の頻度で当行経営陣によるモニタリング（「琉球銀行役員との個別定例会議」）

も実施しています。なお、年 4回の「琉球銀行役員との個別定例会議」は、2022 年度より、

グループ一体運営をより強化する目的で、「月 2回（年 24 回）」の頻度へ変更することが

決定しています。
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(6)監査役の職務遂行を補助すべき使用人を置くことに関する事項 

監査の実効性を高め、かつ監査職務を円滑に遂行するために、監査役の職務遂行を補助す

る体制の確保に努める。監査役が職務遂行を補助する使用人を求めたときは、監査役の職務

遂行を補助する使用人を配置する。 

（当該体制の運用状況） 

監査役の職務を補助する部署として監査役室を設置しており、監査役室長には営業店管

理職および本部業務、本部管理職等を経験した、幅広い業務に知識と経験をもつ者を配置し

ています。 

(7)監査役の職務遂行を補助すべき使用人の取締役からの独立性および監査役からの指示の実

効性の確保に関する事項 

監査役の職務を補助する使用人の任命・解雇・人事異動は、取締役からの独立性を考慮し、

事前に監査役会の同意を得る。 

監査役の職務を補助する使用人は、当行の業務執行にかかる役職を兼務せず、取締役から

独立し、監査役の指揮命令下で職務を遂行する。 

監査役の職務を補助する使用人の人事的な評価については、監査役の意見を尊重する。 

（当該体制の運用状況） 

2020 年 3 月開催の監査役会において事前同意を得た後、2020 年 4 月に監査役室長の人事

異動を実施後、2022 年 3 月末日まで職務を遂行しました。なお、監査役室の担当者は他の

役職を兼務しておらず、取締役の執務室から離れ監査役と同じ執務室にて、監査役の指揮監

督下で職務を行っています。 

(8)当行の取締役および使用人ならびにグループ各社の取締役・監査役および使用人が監査役

に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

当行の取締役および使用人ならびにグループ各社の取締役・監査役および使用人は、当行

グループ各社に著しい損害をおよぼす事実を発見した場合、当行グループの取締役および使

用人の法令もしくは定款に違反する行為または恐れがある場合は、当該事実に関する事項、

その他取締役会または監査役会が定める事項を監査役へ報告する。 

なお、当行の取締役および使用人ならびにグループ各社の取締役・監査役および使用人が、

内部通報制度等を活用して監査役に報告した場合においても、報告者に対して不利益な取り

扱いを行わないものとする。 

当行の取締役および使用人ならびにグループ各社の取締役・監査役および使用人は、監査

役が監査業務の執行に必要と判断した事項および当行グループ各社の業務および財産の状

況の調査に必要と判断した事項を監査役に報告する。 
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（当該体制の運用状況） 

基本規程「監査役への報告事項等について」にて監査役に報告すべき事項を定め、著しい

損害を及ぼす事実が発生した場合等には監査役に報告がなされる体制としており、規程に

則った報告がなされています。また、グループ各社においてコンプライアンス違反等による

重大なリスクが発生する事実をグループ会社の取締役・監査役および使用人が発見した場

合等には、「りゅうぎんグループ統括要綱」で定める内部通報制度の利用により当行監査役

に報告がなされる体制が整備されています。 

リスク統括部コンプライアンス室は受け付けた通報・相談内容について、速やかにリスク

統括部長およびリスク統括部担当役員に報告しています。通報・相談実績や調査結果等につ

いては、コンプライアンス委員会（監査役出席）にて報告しています。 

(9)監査役の職務執行にかかる費用の処理 

監査役が当行に対して、その職務の執行にかかる費用の前払いまたは償還を請求した場合

は速やかに処理するものとする。 

（当該体制の運用状況） 

監査役監査基準により監査費用の前払いまたは償還を受けることができることが定めら

れており、費用請求があった場合は当行にて速やかに処理されています。 

(10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

取締役は、法律に定める事項のほか、監査役会に報告すべき事項を監査役と協議して定め、

頭取および内部監査部門等は、監査役会との情報交換会を定期的に開催し、監査が実効的に

実施される監査体制を構築する。 

監査役は、常務会、融資委員会、ＡＬＭ委員会等の主要な会議、各種委員会等にオブザー

バーとして出席し、取締役の意思決定および業務の執行を確認することができるものとする。 

（当該体制の運用状況） 

常勤監査役は、2021 年度に 58 回開催された常務会に 55 回オブザーバーとして出席し、

必要に応じて意見を述べているほか、頭取ほか役付取締役と毎月意見交換を実施していま

す。 

また、監査役は、内部監査部門、会計監査人から定期的に報告を受けるとともに内部監査

部門と会計監査人を交えた意見交換会を開催しています。また、必要に応じて情報交換を随

時行うなど、監査が実効的に行われるための連携を図っています。 

2021 年 12 月より監査役会に監査部長が参加することとし、内部監査部門から社外監査役

を含めた監査役への情報提供機能を強化しています。 

社外監査役を含めた社外役員と社内役員の情報共有のため、頭取ほか役付取締役と社外

役員との意見交換会を開始し、2021 年度は 5回開催しました。また 2021 年度は次期中期経

営計画の策定に向けて、役員全員でのフリーディスカッションを 4回実施し、社外役員を含

めた役員相互間の連携強化を図っています。 
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(11)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況 

取締役会は、金融機関として公共の信頼維持、業務の適切性及び健全性の確保を目的に「反

社会的勢力に対する基本方針」を定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・

社会生活の発展を妨げる反社会的勢力に対し、組織的に毅然とした態度で関係を遮断する。 

反社会的勢力に対しては、通達等において主管部署および情報収集、管理、報告方法等を

定め、行内研修等により周知をはかるとともに、警察や警察関係機関および弁護士等外部の

専門機関と連携することで、情報収集や事案の発生時に速やかに対処できる体制を構築する。 

（当該体制の運用状況） 

行内規程にて、反社会的勢力への対応について明示するとともに、反社会的勢力との取

引を防止するための情報収集、管理、報告、事前審査態勢を整備しています。 

業務規程「反社会的勢力への対応について」において、反社会的勢力への対応に関する主

管部署をリスク統括部とし、業務に応じて所管部署を定めています。また、リスク統括部

と所管部署の役割を定め、横断的に協力できる態勢としています。 

７．特定完全子会社に関する事項 

該当する事項はありません。 

８．親会社等との間の取引に関する事項 

該当する事項はありません。 

９．会計参与に関する事項 

会計参与設置会社ではありません。 

１０．その他 

会社法第 459 条第 1 項の規定による定款の定めがあるときは、当該定款の定めにより取

締役会に与えられた権限の行使に関する方針 

当行は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を可能とするため、定款において、会

社法第 459 条第 1 項第 1 号に規定される株主との合意による自己の株式の取得について

は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により行うことができる旨を規

定しております。かかる自己株式の取得については、当行の財務状況や、当行を取り巻く

経済環境等を総合的に判断したうえで、適切に対応してまいります。 
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個別注記表 

  記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

重要な会計方針 

1. 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

2. 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子
会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券に
ついては時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移
動平均法による原価法により行っております。  
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有
価証券の評価は、時価法により行っております。なお、その他の金銭の信託にかかる有価証券の
評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

4. 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

有形固定資産は、定額法を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 5～50 年 

そ の 他 3～20 年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、
行内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

6. 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に

係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権につい

ては、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及

び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の

状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」

という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、

担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支

払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
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上記以外の債権については、貸出条件に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、業

況が低調ないし不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要す

る債務者（以下、「要注意先」という。）のうち、当該債務者の債権の全部又は一部が要管理債権

である債務者（以下、「要管理先」という。）に対する債権については今後３年間の予想損失額

を、また、要管理先以外の要注意先及び業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がない

と認められる債務者（以下、「正常先」という。）に対する債権については今後１年間の予想損失

額を見込んで計上しており、予想損失額は、将来に関するマクロ経済指標の予想に基づき予想

損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。正常先及び要管理

先以外の要注意先は、与信ポートフォリオのリスク特性を踏まえ、業種や信用格付等の区分に

よりグルーピングを行っております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署

から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。

なお、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先の一部に対する担保・保証付債権等については、債

権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見

込額として債権額から直接減額しており、その金額は 2,159 百万円であります。

(2) 賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のう
ち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(3) 役員賞与引当金 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のう
ち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 

(4) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、主に当事業年度末における退職給付債務
及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあた
り、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準に
よっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであ
ります。 

過去勤務費用 ： その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（12 年）  

による定額法により損益処理 

数理計算上の差異  ： 各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数
（12年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事
業年度から損益処理 

(5) 睡眠預金払戻引当金 

睡眠預金払戻引当金は、負債計上を中止した預金の預金者からの将来の払戻請求に備えるた
め、過去の支払実績に基づき、必要と認めた額を計上しております。 

(6) 偶発損失引当金 

偶発損失引当金は、責任共有制度による信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来
の負担金支払見積額を計上しております。 

7. 収益の計上方法 

顧客との契約から生じる収益の計上時期は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
としております。また収益の計上額は、財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で算出し
ております。 
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8. ヘッジ会計の方法 

(1) 金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商
品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指
針第 24号 2022 年３月 17日。以下、「業種別委員会実務指針第 24号」という。）に規定する繰
延ヘッジによっております。 
ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる

預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピング
のうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッ
ジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業にお
ける外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別
委員会実務指針第 25号 2020 年 10 月８日。）に規定する繰延ヘッジによっております。 
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目

的で行う為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見
合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性
を評価しております。 

9. 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。
ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。 

10.投資信託の解約・償還に伴う損益 

投資信託（ETF 除く）の解約・償還に伴う損益については、全銘柄を通算して、益の場合は「資金
運用収益」の「有価証券利息配当金」として、損の場合は「その他業務費用」の「国債等債券償還損」
として表示しております。 

17



会計方針の変更 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日。以下「収益認識会計基

準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した

時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし

た。これにより契約時に一括で収益として認識していた取引について収益認識の計上時点を変更して

おります。 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経過的な取

扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額

を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 

この結果、当事業年度における貸借対照表は、その他負債が 19 百万円増加しております。当事業

年度の損益計算書は、経常収益及び経常利益並びに税引前当期純利益がそれぞれ 1百万円減少してお

ります。 

当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越

利益剰余金の期首残高が 12 百万円減少しております。 

（時価の算定に関する会計基準等の適用） 

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30号 2019 年７月４日。以下「時価算定会計基

準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第 19項及び「金融商品に関する

会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時

価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31号 2019 年 7月 4日）第 26

項に定める経過的な取扱いに従って、従来は時価を把握することが極めて困難として取得原価をもっ

て貸借対照表価額としていたその他有価証券及びその他金銭の信託の私募 REIT について、入手した

直近の基準価格を時価とし貸借対照表価額としております。これによる当事業年度の計算書類に与え

る影響は軽微であります。 
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重要な会計上の見積り 

（貸倒引当金の見積り） 

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額 

貸倒引当金 8,405百万円（うち、一般貸倒引当金 5,859百万円） 

(2) 計算書類利用者の理解に資するその他の情報 

① 算出方法 

 貸倒引当金の算出方法は、【注記事項】(重要な会計方針)６ 引当金の計上基準(1) 貸倒引当金に

記載しております。 

 そのうち、正常先、要注意先（要管理先を含む）に係る債権については過去数値と過去の貸倒発

生確率の関連性に基づき構築した予想損失率算定モデルへマクロ経済指標の将来の予測値をおく

ことにより、予想損失額を算定しております。予想損失率算定モデルはバック・テストにより定期

的に検証を行い、その結果を取締役会に報告することとしております。 

 マクロ経済指標の将来の予測値は、各期末時点から向こう１年程度の景気予想等に基づいたメ

イン・シナリオに、景気循環を想定したリスク・シナリオを加えて算定しております。リスク・シ

ナリオは景気循環を踏まえた景気悪化シナリオを想定しており、同シナリオの発生可能性を一定

程度メイン・シナリオに加味することで「マクロ経済指標や損失に関して予期せぬリスク事象を一

定程度織り込む」または「既に発生しているリスク・イベントに関して経済への影響の予測が困難

な事象に対応する」ことを想定しております。 

 さらに、外部環境等の著しい変化により特定のグループに係る債権の信用リスクが高まってい

ることが想定される場合には、同グループにおける過去最も高い貸倒実績率を予想損失率として

適用するなどの方法により、予想損失率に所要の修正を加えて貸倒引当金を算定しております。 

② 主要な仮定 

債務者区分の判定における主要な仮定は貸出先の将来の業績見通しであります。貸出先の将来の

業績見通しは、各債務者が策定した経営改善計画等に基づき、収益獲得能力を個別に評価し、設

定しております。 

一般貸倒引当金の算定に用いた主要な仮定は、将来のマクロ経済指標、景気循環における足元と

今後の見通しを踏まえたシナリオ毎の発生確率、外部環境等の著しい変化の有無であります。将

来のマクロ経済指標は、主に株価の推移や沖縄県内の景況感を表す指標のほか、沖縄県内の雇用

状況を示す指標に基づき設定しております。景気循環における足元と今後の見通しを踏まえたシ

ナリオ毎の発生確率は、景気悪化の兆候をリスクファクターとして設定し、その該当の有無より

発生確率を決定しております。なお、今後の見通しについては、新型コロナウイルス感染症の影

響を含め、経済活動は2022年度以降ごく緩やかな回復シナリオを想定しております。外部環境等

の著しい変化の有無は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を含め、グループの業績に重要な

影響を与える可能性がある事象の発生の有無により判断しております。 

③ 翌事業年度の計算書類に与える影響 

 個別貸出先の業績変化や新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、当初の見積りに用い

た仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす

可能性があります。 

追加情報 

（退職給付制度の一部移行） 

当行は、2021 年 10 月１日に、在職中の職員の「確定給付企業年金(DB)」のすべてを「確定拠出年
金(DC)」へ移行したことにより、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指
針第１号 2016 年 12 月 16 日）及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」
（実務対応報告第２号 2007 年２月７日）を適用し、確定拠出年金制度への移行部分について退職給
付制度の一部終了の処理を行いました。 

これにより、当事業年度において、退職給付制度改定益548百万円を特別利益に計上しております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

1. 関係会社の株式及び出資金総額 3,391 百万円 

2. 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。
なお、 債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部
について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３
項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾
見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価
証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 8,212 百万円 

危険債権額 17,748 百万円 

三月以上延滞債権額 632 百万円 

貸出条件緩和債権額 17,669 百万円 

合計額 44,263 百万円 

 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て
等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。 
 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契
約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれ
らに準ずる債権に該当しないものであります。 
 三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金
で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 
 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の
支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生
債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 
 なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

（表示方法の変更） 
 「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（2020 年１月 24 日 内閣府令第３号）が 2022 年
３月 31 日から施行されたことに伴い、銀行法 の「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生の
ための緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分等に合わせて表示しております。 

3. 手形割引は、業種別委員会実務指針第 24号に基づき金融取引として処理しております。これにより
受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を
有しておりますが、その額面金額は、3,137 百万円であります。 

4. 担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

貸出金 179,483 百万円 

有価証券 121,372 百万円 

預け金 10 百万円 

その他の資産 9 百万円 

担保資産に対応する債務 

借用金 280,000 百万円 

預 金 16,345 百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券 1,014 百
万円、その他の資産 37百万円及び預け金 15 百万円を差し入れております。 

子会社・子法人等及び関連法人等の借入金等の担保として、差し入れている有価証券はありません。 
また、その他の資産には保証金 801 百万円が含まれております。
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5. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受け
た場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けること
を約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は 302,817 百万円であり、このうち原
契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが 296,344 百万円であります。 
 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのも
のが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の
多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを
受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、
契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定め
ている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を
講じております。 

6. 土地の再評価に関する法律（1998 年３月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、事業用の土地の再評価
を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」とし
て負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しており
ます。 

再評価を行った年月日        
1998 年３月 31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

   土地の再評価に関する法律施行令（1998年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める
地価税法に基づいて、奥行価格補正、時点修正等、合理的な調整を行って算出。 

同法律第 10 条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合計額と当該事
業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 1,778 百万円 

7.有形固定資産の減価償却累計額 16,686 百万円 

8.有形固定資産の圧縮記帳額 253 百万円 

9. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する
当行の保証債務の額は 2,840 百万円であります。 

10. 取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額 41 百万円 

11. 関係会社に対する金銭債権総額 18,565 百万円 

12. 関係会社に対する金銭債務総額 11,363 百万円 

13. 銀行法第 18 条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。 

剰余金の配当をする場合には、会社法第 445条第 4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわ
らず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に５分の１を乗じて得た額を資本準備金又は利益
準備金として計上しております。 
当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額は、255 百万円であります。 

（損益計算書関係） 

1. 関係会社との取引による収益 

資金運用取引に係る収益総額  210 百万円 

役務取引等に係る収益総額 145 百万円 

その他業務・その他経常取引に係る収益総額 35 百万円 

関係会社との取引による費用 

資金調達取引に係る費用総額 0 百万円 

役務取引等に係る費用総額 733 百万円 

その他業務・その他経常取引に係る費用総額 610 百万円 

21



2. 関連当事者との取引 

子会社及び関連会社等                            （単位：百万円）

属性 
会社等 

の名称 
所在地 

事業の 

内容 

議決権等 

の所有 

(被所有)割合 

関連当事者 

との関係 

取引の 

内容 

取引 

金額 
科目 

期末 

残高 

子会社 
りゅうぎん 

保証㈱ 

沖縄県

那覇市 

信用保証

業務 

直 接

100.00％ 

役員の兼任 

債務の被保証 

（注 1） 

被債務保証 

支払保証料 

548,866 

162 

― 

― 

― 

― 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

注 1 当行の取扱う個人ローン商品等に対する債務保証残高であり、保証料率については、商品ごとに保証
対象の信用リスク等を勘案し決定しております。 

（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平 
自己株式の種類及び株式数に関する事項                   （単位：千株） 

当事業年度期首 

株 式 数 

当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末 

株 式 数 
摘 要 

自己株式      

普通株式 123 636 69 690 注１，２ 

注１ 自己株式数の増加は取締役会で決議した自己株式取得による増加 635 千株及び単元未満株
式の買い取り請求による増加であります。 

注２ 自己株式数の減少は譲渡制限付株式の割当て 36 千株及び新株予約権の権利行使 33 千株に
よる減少であります。 

（有価証券関係） 

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」及び「買入
金銭債権」中の貸付債権信託受益権が含まれております。 

1. 売買目的有価証券（2022 年 3月 31 日現在） 

該当ございません。 

2. 満期保有目的の債券（2022 年 3月 31 日現在） 

 種類 
貸借対照表計上額

（百万円） 
時価 

（百万円） 
差額 

（百万円） 

時価が貸借対照

表計上額を超え

るもの 

国債 16,961 17,214 252

社債 1,890 1,975 85

小計 18,851 19,190 338

時価が貸借対照

表計上額を超え

ないもの

社債 2,250 2,248 △1

合計 21,101 21,438 336

3. 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2022 年 3月 31 日現在）

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるものはありません。 

注 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額 

貸借対照表計上額
（百万円）

子会社・子法人等株式 3,251 
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4. その他有価証券（2022 年 3月 31 日現在） 

 種類 
貸借対照表計上額
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えるも
の 

株式 1,516 990 525

債券 31,137 31,106 31

国債 17,512 17,508 3

地方債 9,821 9,798 22

社債 3,804 3,798 5

その他 30,872 30,643 228

小計 63,526 62,740 786

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えない
もの 

株式 219 241 △22

債券 220,836 221,464 △628

国債 34,728 34,806 △78

地方債 179,349 179,874 △524

社債 6,759 6,784 △25

その他 55,228 56,560 △1,331

小計 276,284 278,266 △1,982

合 計 339,810 341,006 △1,196

注 上表に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額 

貸借対照表計上額
（百万円）

非上場株式（＊１）（＊２） 1,844 

組合出資金（＊３） 1,124 

合 計 2,969 

（＊１）非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用
指針第 19号 2020 年 3 月 31 日）第 5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

（＊２）当事業年度において、非上場株式について 4百万円減損処理を行っております。 

（＊３）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第 31号 2019 年７月４日）第 27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

5. 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2021 年 4月 1日 至 2022 年 3月 31 日）

該当ございません。 

6. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021 年 4月 1 日 至 2022 年 3月 31 日） 

売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

株式 1,125 41 59

債券 74,073 267 510

国債 64,171 208 218

地方債 3,059 59 －

社債 6,842 － 292

その他 44,288 180 574

合計 119,487 490 1,144
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7. 保有目的を変更した有価証券 

該当ございません。 

8. 減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有
価証券の時価が取得原価に比べて 30％以上下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがある
と認められないものについて、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、その差額を減損
処理しております。 

当事業年度における減損処理額は株式 31百万円であります。 

(金銭の信託関係) 

1. 運用目的の金銭の信託（2022 年 3月 31 日現在） 

貸借対照表計上額 
（百万円）

当事業年度の損益に含まれた 

評価差額（百万円） 

運用目的の金銭の信託 15 － 

2. 満期保有目的の金銭の信託（2022 年 3月 31日現在） 

該当ございません。 

3. その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2022 年 3月 31 日現在） 

貸借対照表
計上額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円）

差額 
（百万円） 

うち貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの
（百万円） 

うち貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の（百万円） 

その他の金銭の信託 502 500 2 2 － 

注「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 

(税効果会計関係) 

 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。

繰延税金資産 

貸倒引当金 2,925 百万円 

退職給付引当金 1,286

その他有価証券評価差額金 415

有税償却有価証券 389

減価償却 342

その他 1,115

繰延税金資産小計 6,476

評価性引当額 △1,252

繰延税金資産合計 5,223

繰延税金負債 

         前払年金費用 440

その他 69

繰延税金負債合計 510

繰延税金資産の純額 4,713 百万円 
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(１株当たり情報) 

１株当たりの純資産額 2,795円 47銭 

１株当たりの当期純利益金額 121円 92銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 121円 51銭 
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(単位：百万円)

繰
越
利
益
剰
余
金

 56,967  12,840 72  12,912  3,206  42,219  45,426  △170  115,135 171 751 922 219 116,277

△12 △12 △12  △12

 56,967  12,840 72  12,912  3,206  42,206  45,413 △ 170  115,123 171 751 922 219 116,265

 255 △1,535  △1,279  △1,279  △1,279

 5,195 5,195 5,195 5,195

 △501  △501  △501

 △29  △29 96 66 66

 △25  △25  △25  △25

 －  △948 25  △923  △40  △963

 －  －  △29  △29 255 3,634 3,890  △404 3,455  △948 25  △923  △40 2,492

 56,967 12,840 42  12,882  3,462  45,841  49,304  △575 118,579  △777 776  △1 179 118,757

新
株
予
約
権

純

資

産

合

計

自己株式の処分

　会計方針の変更による
累積的影響額

剰余金の配当

利
益
準
備
金

資　本　剰　余　金

資
本
準
備
金

会計方針の変更を反映した
当期首残高

 評 価 ・ 換 算 差 額 等

当 期 首 残 高

そ
の
他
資
本
剰
余
金

資

本

剰

余

金

合

計

自
己
株
式

土
地
再
評
価
差
額
金

評

価
・
換

算

差

額

等

合

計

利

益

剰

余

金

合

計

そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金

当期純利益

株

主

資

本

合

計

利　益　剰　余　金

その他
利益剰余金

株主資本等変動計算書第１０６期

当 期 変 動 額 合 計

当 期 末 残 高

株主資本以外の
項目の当期
変動額 (純額)

資

本

金

当期変動額

株　　　主　　　資　　　本

土地再評価
差額金の取崩

自己株式の取得

2021年４月 １日から

2022年３月31日まで
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連結注記表 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２

に基づいております。 

連結計算書類の作成方針 

1. 連結の範囲に関する事項 

(1)連結される子会社及び子法人等    ６社 

主要な会社名 

株式会社 りゅうぎんディーシー 

りゅうぎん保証 株式会社 

株式会社 ＯＣＳ 

株式会社 琉球リース 

(2)非連結の子会社及び子法人等     ２社 

会社名

りゅうぎん６次産業化ファンド投資事業有限責任組合 

ＢＯＲベンチャーファンド１号投資事業有限責任組合 

非連結子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額)、利益

剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結

の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程

度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。 

2. 持分法の適用に関する事項 

(1)持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 

該当する会社はございません。 

(2)持分法適用の関連法人等 

該当する会社はございません。 

(3)持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等  ２社 

会社名

りゅうぎん６次産業化ファンド投資事業有限責任組合 

ＢＯＲベンチャーファンド１号投資事業有限責任組合 

持分法非適用の非連結子会社及び子法人等は、当期純損益(持分に見合う額)、利益剰余金

(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対

象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いており

ます。 

(4)持分法非適用の関連法人等 

該当する会社はございません。

3. 連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は、いずれも３月末日であります。 
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会計方針に関する事項 

1. 商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。 

2. 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1)  有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額

法）、持分法非適用の非連結子会社及び子法人等出資金については移動平均法による原価法、

その他有価証券については時価法（売却原価は移動平均法により算定）、ただし市場価格の

ない株式等については移動平均法による原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

      (2)  有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されて

いる有価証券の評価は、時価法により行っております。なお、その他の金銭の信託にかか

る有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

4. 固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産（リース資産を除く） 

当行の有形固定資産は、定額法を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  5 年～50 年 

その他  3 年～20 年

連結される子会社の一部の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、定率法

により償却しております。 

(2)無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、当行並びに連結される子会社で定める利用可能期間（5 年）に基づいて償却して

おります。 

(3)リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中

のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存

価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ

以外のものは零としております。 

5. 貸倒引当金の計上基準 

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しておりま

す。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。） 

に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権に 

ついては、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込  

額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営 

破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸 

念先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価 
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額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債 

務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

上記以外の債権については、貸出条件に問題のある債務者、履行状況に問題のある債務者、 

業況が低調ないし不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を 

要する債務者（以下、「要注意先」という。）のうち、当該債務者の債権の全部又は一部が要管 

理債権である債務者（以下、「要管理先」という。）に対する債権については今後３年間の予想 

損失額を、また、要管理先以外の要注意先及び業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問 

題がないと認められる債務者（以下、「正常先」という。）に対する債権については今後１年間 

の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、将来に関するマクロ経済指標の予想に 

基づき予想損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。正常先 

及び要管理先以外の要注意先は、与信ポートフォリオのリスク特性を踏まえ、業種や信用格付 

等の区分によりグルーピングを行っております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部 

署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

なお、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先の一部に対する担保・保証付債権等については、 

債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能 

見込額として債権額から直接減額しており、その金額は 2,159 百万円であります。 

連結される子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要

と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額をそれぞれ計上しております。 

6. 賞与引当金の計上基準 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額の

うち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 

7. 役員賞与引当金の計上基準 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額の

うち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 

8. 役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労

金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しており

ます。 

9. 睡眠預金払戻引当金の計上基準 

睡眠預金払戻引当金は、負債計上を中止した預金の預金者からの将来の払戻請求に備えるた

め、過去の支払実績に基づき、必要と認めた額を計上しております。 

10.偶発損失引当金の計上基準 

偶発損失引当金は、責任共有制度による信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将

来の負担金支払見積額を計上しております。 

11.ポイント引当金の計上基準 

ポイント引当金は、クレジットカード業務に係る交換可能ポイントの将来の利用による負担に

備えるため、将来利用される見込額を合理的に見積り、必要と認めた額を計上しております。 
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12.利息返還損失引当金の計上基準 

利息返還損失引当金は、利息制限法の上限金利を超過する貸付金利息の返還請求に備えるた

め、過去の返還実績等を勘案し、必要と認めた額を計上しております。 

13.退職給付に係る会計処理の方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる

方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異

の損益処理方法は次のとおりであります。 

過去勤務費用 ： その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(12 年)に 

よる定額法により損益処理

数理計算上の差異 ： 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の

年数(12 年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌

連結会計年度から損益処理 

連結される子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当期

末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。 

14.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

当行の外貨建資産及び負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

15.重要な収益及び費用の計上基準 

(1)顧客との契約から生じる収益の計上時期は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移 

転した時点としております。また収益の計上額は、財又はサービスと交換に受け取ると

見込まれる金額で算出しております。 

(2)リース業を営む連結子会社のファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上につ 

いては、リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法によっておりま

す。 

(3)一部の連結子会社の、包括信用購入斡旋業務及び個別信用購入斡旋業務の収益の計上に 

ついては、期日到来基準とし、主に７・８分法によっております。 

16.重要なヘッジ会計の方法 

(1)金利リスク・ヘッジ 

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業にお 

ける金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種 

別委員会実務指針第 24 号 2022 年 3 月 17 日。以下「業種別委員会実務指針第 24 号」とい 

う。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場 

変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利 

スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。ま 

た、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動 

要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。 

(2)為替変動リスク・ヘッジ 

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀 

行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士 

協会業種別委員会実務指針第 25 号 2020 年 10 月 8 日。以下「業種別委員会実務指針第 25 

号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法について 

は、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引等をヘ 
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ッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジショ 

ン相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

連結される子会社は、ヘッジ会計を行っておりません。 

17.投資信託の解約・償還に伴う損益 

投資信託（ ETF除く）の解約・償還に伴う損益については、全銘柄を通算して、益の場合は

「資金運用収益」の「有価証券利息配当金」として、損の場合は「その他業務費用」として表

示しております。 
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会計方針の変更 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」

という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した

時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし

た。これにより銀行業及び一部の連結子会社において契約時に一括で収益として認識していた取引及

び収益計上を繰延して認識していた取引について収益認識の計上時点を変更しております。 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱

いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額

を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しており

ます。 

この結果、当連結会計年度における連結貸借対照表は、その他負債が57百万円増加しております。

当連結会計年度の連結損益計算書は、経常収益及び経常利益並びに税金等調整前当期純利益がそれぞ

れ3百万円減少しております。 

当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算

書の利益剰余金の期首残高が37百万円減少しております。 

（時価の算定に関する会計基準等の適用） 

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基

準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関

する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ

て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしまし

た。なお、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4

日）第26項に定める経過的な取扱いに従って、従来は時価を把握することが極めて困難として取得

原価をもって連結貸借対照表価額としていたその他有価証券及びその他金銭の信託の私募REITにつ

いて、入手した直近の基準価格を時価とし連結貸借対照表価額としております。これによる当連結

会計年度の連結計算書類に与える影響は軽微です。 
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重要な会計上の見積り 

（貸倒引当金の見積り） 

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 

貸倒引当金 11,471百万円（うち、一般貸倒引当金 6,866百万円） 

(2) 連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報 

① 算出方法 

 貸倒引当金の算出方法は、連結注記表 会計方針に関する事項５ 貸倒引当金の計上基準 に記載

しております。 

そのうち、正常先、要注意先（要管理先を含む）に係る債権については過去数値と過去の貸倒発

生確率の関連性に基づき構築した予想損失率算定モデルへマクロ経済指標の将来の予測値をおくこ

とにより、予想損失額を算定しております。予想損失率算定モデルはバック・テストにより定期的

に検証を行い、その結果を取締役会に報告することとしております。 

 マクロ経済指標の将来の予測値は、各期末時点から向こう１年程度の景気予想等に基づいたメイ

ン・シナリオに、景気循環を想定したリスク・シナリオを加えて算定しております。リスク・シナ

リオは景気循環を踏まえた景気悪化シナリオを想定しており、同シナリオの発生可能性を一定程度

メイン・シナリオに加味することで「マクロ経済指標や損失に関して予期せぬリスク事象を一定程

度織り込む」または「既に発生しているリスク・イベントに関して経済への影響の予測が困難な事

象に対応する」ことを想定しております。 

 さらに、外部環境等の著しい変化により特定のグループに係る債権の信用リスクが高まっている

ことが想定される場合には、同グループにおける過去最も高い貸倒実績率を予想損失率として適用

するなどの方法により、予想損失率に所要の修正を加えて貸倒引当金を算定しております。 

② 主要な仮定 

債務者区分の判定における主要な仮定は貸出先の将来の業績見通しであります。貸出先の将来の

業績見通しは、各債務者が策定した経営改善計画等に基づき、収益獲得能力を個別に評価し、設

定しております。 

一般貸倒引当金の算定に用いた主要な仮定は、将来のマクロ経済指標、景気循環における足元と

今後の見通しを踏まえたシナリオ毎の発生確率、外部環境等の著しい変化の有無であります。将

来のマクロ経済指標は、主に株価の推移や沖縄県内の景況感を表す指標のほか、沖縄県内の雇用

状況を示す指標に基づき設定しております。景気循環における足元と今後の見通しを踏まえたシ

ナリオ毎の発生確率は、景気悪化の兆候をリスクファクターとして設定し、その該当の有無より

発生確率を決定しております。なお、今後の見通しについては、新型コロナウイルス感染症の影

響を含め、経済活動は2022年度以降ごく緩やかな回復シナリオを想定しております。外部環境等

の著しい変化の有無は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を含め、グループの業績に重要な

影響を与える可能性がある事象の発生の有無により判断しております。 

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響 

 個別貸出先の業績変化や新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、当初の見積りに用い

た仮定が変化した場合は、翌連結会計年度に係る連結計算書類における貸倒引当金に重要な影響

を及ぼす可能性があります。 

追加情報 

（退職給付制度の一部移行） 

当行は、2021 年 10 月１日に、在職中の職員の「確定給付企業年金(DB)」のすべてを「確定拠出年
金(DC)」へ移行したことにより、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指
針第１号 2016 年 12 月 16 日）及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」
（実務対応報告第２号 2007 年２月７日）を適用し、確定拠出年金制度への移行部分について退職給
付制度の一部終了の処理を行いました。 

これにより、当連結会計年度において、退職給付制度改定益 548 百万円を特別利益に計上しており
ます。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係） 

1. 関係会社の出資金総額 141 百万円 

2. 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであり

ます。なお、債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支

払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金

融商品取引法第 2 条第 3 項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収

利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証

券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）で

あります。 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額    10,276 百万円 

危険債権額                 17,770 百万円 

三月以上延滞債権額               711 百万円 

貸出条件緩和債権額             17,937 百万円 

合計額                   46,696 百万円 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始

の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権

であります。 

 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪

化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産

更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。 

 三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延してい

る貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものでありま

す。 

 貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減

免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行っ

た貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当

しないものであります。 

 なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

（表示方法の変更） 

 「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（2020 年 1 月 24 日 内閣府令第 3 号）が

2022 年 3 月 31 日から施行されたことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の区分等を、金融

機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分等に合わせて表示してお

ります。 
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3. 手形割引は、業種別委員会実務指針第 24 号に基づき金融取引として処理しております。これ

により受け入れた商業手形、買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分で

きる権利を有しておりますが、その額面金額は、3,137 百万円であります。 

4. 担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

貸出金 179,523百万円 

有価証券 121,372百万円 

リース債権及びリース投資資産 13,672百万円 

その他資産  8,893百万円 

預け金 10百万円 

担保資産に対応する債務 

借用金 297,859百万円 

預金 16,345百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券

1,014百万円、その他資産37百万円及び預け金15百万円を差し入れております。 

非連結の子会社及び子法人等の借入金等の担保として、差し入れているものはありません。 

また、その他資産には、中央清算機関差入証拠金20,000百万円、先物取引差入証拠金

1,246百万円及び保証金863百万円が含まれております。 

5.  当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出

を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸

し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は 317,145 百万円

であり、このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが

310,672 百万円であります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高

そのものが必ずしも当行並びに連結される子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与える

ものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当

の事由があるときは、当行並びに連結される子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契

約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必

要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内

（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置

等を講じております。 

6.  土地の再評価に関する法律（1998 年３月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、当行の事業用の

土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る

繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として

純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日   

1998 年３月 31 日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（1998 年３月 31 日公布政令第 119 号）第２条第４号に

定める地価税法に基づいて、奥行価格補正、時点修正等、合理的な調整を行って算出。

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額

と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 1,778百万円 

7. 有形固定資産の減価償却累計額 19,813 百万円 
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8. 有形固定資産の圧縮記帳額 253 百万円 

9. 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に

対する保証債務の額は 2,840 百万円であります。 

（連結損益計算書関係） 

「その他の経常費用」には、貸出金償却 537 百万円、株式等売却損 206 百万円を含んでおり

ます。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

                                 （単位：千株）

 当連結会計年

度期首株式数 

当連結会計年

度増加株式数 

当連結会計年

度減少株式数 

当連結会計年

度末株式数 
摘要

発行済株式 

普通株式 43,108 － － 43,108

自己株式 

 普通株式 123 636 69 690 注 1,2 

注 1 自己株式数の増加は取締役会で決議した自己株式取得による増加 635 千株及び単元未満 

株式の買い取り請求による増加であります。 

注 2 自己株式数の減少は譲渡制限付株式の割当て 36 千株及び新株予約権の権利行使 33 千株に 

よる減少であります。 

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 
新株予約権の

内訳 

新株予約
権の目的
となる株
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数
（株） 

当連結会
計年度末

残高 
(百万円) 

摘要 
当連結 
会計年 
度期首 

当連結 
会計年 
度増加 

当連結 
会計年 
度減少 

当連結 
会計年 
度末 

当行 
ストック・オプ
ションとしての

新株予約権 
― 179 

合  計 ― 179 

3. 配当に関する事項 

(1)当連結会計年度中の配当金支払額

(決議) 
株式の 

種類 

配当金の 

総額 

１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日 

2021 年６月 22 日 
定時株主総会 

普通株式 537 百万円 12.50 円
2021 年 

３月 31 日 
2021 年 

６月 23 日 
2021 年 11 月 10 日 

取締役会 
普通株式 742 百万円 17.50 円

2021 年 
９月 30 日 

2021 年 
12 月６日 

合計  1,279 百万円

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の 

末日後となるもの 

(決議) 
株式の

種類 

配当金の 

総額 

配当の 

原資 

１株当た

り配当額
基準日 

効力 

発生日 

2022 年６月 28 日 
定時株主総会 

普通株式 742 百万円
利益 

剰余金 
17.50 円

2022 年 
３月 31 日 

2022 年 
６月 29 日 
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（金融商品関係） 

1. 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当行グループは、当行及び子会社６社で構成され、銀行業務を中心に、信用保証業

務、クレジットカード業務、リース業務、個別信用購入斡旋業等などの金融サービス

事業を行っております。これらの事業を行うため、市場の状況や長短のバランスを調

整して、預金等による資金調達及び貸出金や有価証券等による資金運用を行っており

ます。このように、主として金利変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、

金利変動による不利な影響が生じないように、当行では、資産及び負債の総合的管理

（ALM）をしております。その一環として、デリバティブ取引も行っておりますが、デ

リバティブ取引は「市場リスクに対するヘッジ」、「お客様のニーズに対応した新商品

の提供」のための手段として位置付けており、短期的な売買による収益手段としての

「トレーディング」については取り組んでおりません。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

当行グループが保有する金融資産は、主として国内の取引先及び個人に対する貸出

金であり、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。

当連結会計年度末現在における貸出金のうち、不動産業、建設業・医療・福祉業、小

売業に対する貸出金の構成比が比較的高く、これらの業種を巡る経済環境等の状況の

変化により、契約条件に従った債務履行がなされない可能性があります。また、商品

有価証券及び有価証券は、主に債券、株式、投資信託及び組合出資金であり、売買目

的、満期保有目的及びその他有価証券として保有しているほか、一部の子会社ではそ

の他有価証券として保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び

金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。 

デリバティブ取引には主に、金利関連では金利スワップ取引、通貨関連では先物為

替予約取引、有価証券関連では債券先物取引、債券先物オプション取引等があります。

当行では、金利リスク及び為替変動リスクを回避する目的で、「金融商品会計に関する

実務指針」等に準拠する内規により、デリバティブ取引を行っております。金利リス

クに対するヘッジ会計を適用した場合の会計方法は、繰延ヘッジ会計を適用しており

ます。ヘッジ対象は、貸出金、債券等、ヘッジ手段は金利スワップ等であります。ヘ

ッジ有効性の評価は、業種別委員会実務指針第 24 号に則り行っております。為替変動

リスクに対するヘッジ会計を適用した場合の会計方法は、繰延ヘッジ会計を適用して

おります。ヘッジ対象は外貨建金銭債権債務、ヘッジ手段は通貨スワップ及び為替ス

ワップであります。ヘッジ有効性の評価は、業種別委員会実務指針第 25 号に則り行っ

ております。 
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(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

当行グループの信用リスク管理体制は、営業部門から独立し与信判断や銀行全体

の信用リスクの管理を行う審査部、市場部門の信用リスクテイクや信用リスク管理

を行う証券国際部、与信監査部門として資産の自己査定を監査するリスク統括部の

相互牽制体制から構成されております。信用リスクのうち信用集中リスクについて

は、取締役会の定めた「融資運用方針」や「信用リスク管理方針」により特定の業

種、企業、グループへの与信の集中を排除しており、融資運用方針の遵守状況を定

期的に取締役会が確認しております。貸出金等の与信から生ずる信用リスクの全体

的な把握については、信用格付毎の倒産確率や債権毎の保全状況に応じた信用リス

クを定量化することで行っており、格付毎、業種毎、地域毎の信用リスクの分布状

況を把握・分析することで信用リスクを管理しております。市場取引にかかる信用

リスク管理は、主に公正な第三者機関である外部格付機関の評価を用い、格付ラン

クに応じた取引限度額を設定、遵守することでリスク管理を徹底しております。 

② 市場リスクの管理 

ア 金利リスクの管理 

当行グループは、スプレッド収益管理手法等を用いた ALM により金利リスクを

管理しております。市場リスクに関する規程により、リスク管理方法や手続き等の

詳細を明記しており、ALM 委員会において市場動向の把握・分析、資産の運用及び

管理状況の把握・確認、今後の対応策等の協議を行っております。日常的には金融

資産及び負債についてリスク統括部はリスクリミットやアラーム・ポイントの遵

守状況を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリング

を行い、月次ベースで ALM 委員会に報告しております。 

イ 為替リスクの管理 

当行グループの為替リスクについては、主に為替スワップ取引及び債券レポ取

引等を利用し、持高限度額を定め常にポジションをスクエアにし、為替相場の変動

リスクを最小化することとしております。一部円投（外貨買）による外債運用も行

っておりますが、運用方針にて取引限度額を定めるほかリスクの定量的分析等に

よりモニタリングを行い、過度なリスクテイクを抑制しております。 

ウ 価格変動リスクの管理 

当行の有価証券を含む投資商品の保有については、市場運用部門である証券国

際部の運用方針に基づき、市場リスク統括部門であるリスク統括部の管理の下、市

場取引運用基準に従って行われております。証券国際部では、事前調査や投資限度

額の設定、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っておりま

す。また、当行および一部の子会社で保有している株式等の多くは、発行会社との

取引関係の維持・深耕や県経済発展への寄与、社会的責任・公共的使命を果たすこ

とを目的として保有しているものであり、取締役会において保有の適否等につい

て検証しているほか、市場環境や取引先の財務状況などをモニタリングしており

ます。 

これらの情報や管理状況は、ALM 委員会において定期的に報告されております。 
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エ デリバティブ取引 

当行グループのデリバティブ取引のリスク管理体制につきましては、市場運用

部門から独立した市場リスク統括部門として、リスク統括部を設置しております。

市場運用部門につきましては、取引の約定を行う市場取引部門（フロントオフィス）

と、運用基準・方針等の遵守状況を把握管理し、ポジション・評価損益・運用状況

を定期的にリスク統括部門、担当役員へ報告する市場リスク管理部門（ミドルオフ

ィス）、取引の確認事務、対外決済等勘定処理を行う後方事務部門（バックオフィ

ス）間による相互牽制体制を敷いております。また、デリバティブ取引の開始に際

しましては、リスク統括部と協議の上、ヘッジ方針を明確に定めて取引を開始して

おります。 

オ 市場リスクに係る定量的情報 

（ア） トレーディング目的の金融商品 

トレーディング目的の金融商品は保有しない方針としております。 

（イ） トレーディング目的以外の金融商品 

当行グループにおいて、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受

ける主たる金融商品は、「有価証券」、「貸出金」、「預金」、「借用金」、「デリ

バティブ取引」のうちの金利スワップ取引であります。当行では、これら

の金融資産及び金融負債について、期末後１年程度で予想される合理的な

金利変動幅を用いた、当面１年間の損益に与える影響額を、金利変動リス

クの管理にあたっての定量的分析に利用しています。当該影響額の算定に

あたっては、対象の金融資産及び金融負債を固定金利群と変動金利群に分

けて、それぞれ金利期日に応じて適切な期間に残高を分解し、期間毎の金

利変動幅を用いています。 

2022 年３月 31 日現在、当行のトレーディング目的以外の金利リスク量

（VaR）は、全体で 6,445 百万円であります（観測期間 5 年、信頼区間 99％、

保有期間：預貸金等 250 日、債券 90 日）。当該リスク量は、金利とその他

のリスク変数との相関を考慮していません。また、合理的な予想変動幅を

超える金利の変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可能性

があります。 

また、価格変動リスクの影響を受ける「有価証券」のうち市場価格のあ

る株式等については、過去のマーケット指標や市場価格の変動実績から、

期末後１年程度で予想される合理的な価格変動幅を用いた、当面１年間の

損益に与える影響額を、価格変動リスクの算定にあたっての定量的分析に

利用しています。当該影響額の算定にあたっては、個別の価格変動幅を用

いて見積ることを原則としています。 

2022 年３月 31 日現在、当行のトレーディング目的以外の価格変動リス

ク量（VaR）は、全体で 2,405 百万円であります（観測期間 1 年、信頼区間

99％、保有期間：市場価格のある株式・投資信託 90 日、政策投資及び市場

価格のない株式・投資信託 250 日）。当該リスク量は、金利などのリスク変

数との相関を考慮しておりません。また、合理的な予想変動幅を超えるマ
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ーケット指標や市場価格の変動が生じた場合には、算定額を超える影響が

生じる可能性があります。 

（ウ） リスク変数の変動を合理的な範囲で想定した場合の開示情報 

（価格変動リスク） 

当行において、価格変動リスクの影響を受ける主たる金融商品は「有価

証券」のその他有価証券に分類される市場価格のない株式等があります。 

その他すべてのリスク変数が一定の場合、2022 年３月 31 日現在の TOPIX

のボラティリティ 113 ベーシス・ポイント（1.13％、観測期間１年）から、

当該金融資産についての価格変動リスク量（VaR）は 2,535 百万円となりま

す（保有期間１年、信頼区間 99％）。 

（為替リスク） 

当行において、為替リスクについては主に為替スワップ取引及び債券レ

ポ取引等を利用し、持高限度額を定め常にポジションをスクエアにし、為

替相場の変動リスクを最小化することとしております。一部円投（外貨買）

による外債運用も行っておりますが、運用方針にて取引限度額を定めるほ

かリスクの定量的分析等によりモニタリングを行い、過度なリスクテイク

を抑制しております。 

2022 年３月 31 日現在、当行の外貨調達に係る為替リスク量（VaR）は、

発生しておりません（観測期間 1 年、信頼区間 99％、保有期間 90 日）。当

該リスク量の計測にあたっては、金利などのリスク変数との相関を考慮し

ておりません。また、合理的な予想変動幅を超える為替変動が生じた場合

には、算定額を超える影響が生じる可能性があります。 

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理 

当行グループは、資金調達・運用構造に即した適切かつ安定的な資金繰りに加え、

安全性・収益性のバランスを考慮した効率的な資金調達・運用を基本方針としてお

り、日々の資金繰りを担う証券国際部（資金繰り管理部署）と資金繰り管理部署の

手法並びに手続きなどの適切性を検証する総合企画部（流動性リスク管理部署）を

明確に区分し、相互に牽制する体制としております。 

管理手法としては、支払準備額や預貸率等について、それぞれリスクリミットを

設定し、モニタリングを実施することで、流動性リスクの状況を管理しております。

また、不測の事態に備えて、資金繰りの状況を逼迫度に応じて４段階に区分し、そ

れぞれの局面において権限者、対応策などを定め、速やかに対処できる体制を整え

ております。 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に

よった場合、当該価額が異なることもあります。 
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2. 金融商品の時価等に関する事項 

2022 年 3 月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額のうち重要

なものは、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次

表には含めておりません（（注１）参照）。また、現金預け金、コールローン及び買入手

形、外国為替(資産・負債)、コールマネー及び売渡手形、債券貸借取引受入担保金は、

短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。 

 (単位：百万円) 

 連結貸借対照

表計上額 
時 価 差 額 

(1)金銭の信託 518 518 ―

(2)有価証券 

満期保有目的の債券 

その他有価証券 

21,101

339,861

21,438

339,861

336

―

(3)貸出金 1,804,414

貸倒引当金（＊１） △8,517

貸倒引当金控除後 1,795,897 1,809,692 13,794

資産計 2,157,378 2,171,510 14,131

(1)預金 2,587,046 2,587,064 △18

(2)譲渡性預金 

(3)借用金 

11,213

297,872

11,213

297,875

―

△3

負債計 2,896,131 2,896,153 △22

デリバティブ取引（＊２） 

ヘッジ会計が適用されていないもの （1,034） （1,034） ―

ヘッジ会計が適用されているもの ― ― ―

デリバティブ取引計 △1,034 △1,034 ―

（＊１） 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（＊２） その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しておりま

す。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、

合計で正味の債務となる項目については、（）で表示しております。 
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（注 1）市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであ

り、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。 

区 分 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 

非上場株式(＊１) (＊２) 2,089

組合出資金(＊３) 1,126

（＊１） 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第 19 号 2020 年 3 月 31 日）第 5 項に基づき、

時価開示の対象とはしておりません。 

（＊２）当連結会計年度において、非上場株式について 4 百万円減損処理を行っ

ております。 

（＊３）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第 31 号 2019 年 7 月 4 日）第 27 項に基づき、 時価

開示の対象とはしておりません。 

（注２）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

(単位：百万円) 

1 年以内
1 年超 

3 年以内 

3 年超 

5 年以内 

5 年超 

7 年以内 

7 年超 

10 年以内
10 年超

金銭の信託 518 ― ― ― ― ―

有価証券 

満期保有目的の債券 10,303 2,140 1,700 ― ― 6,958

うち国債 10,003 ― ― ― ― 6,958

社債 300 2,140 1,700 ― ― ―

その他有価証券の

うち満期があるも

の 

71,136 81,714 99,386 55,633 18,385 916

うち国債 ― 17,022 27,526 502 7,262 ―

地方債 46,759 26,648 57,114 51,933 6,299 916

社債 627 4,996 4,359 199 399 ―

その他 23,749 33,046 10,386 2,997 4,423 ―

貸出金(＊) 218,658 234,102 203,404 146,771 179,779 667,873

合 計 300,616 317,957 304,491 202,405 198,165 675,749

（＊） 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額

が見込めない 26,096 百万円、期間の定めのないもの 127,726 百万円は含めており

ません。 
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（注３）借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

  (単位：百万円) 

1 年以内
1 年超 

3 年以内 

3 年超 

5 年以内 

5 年超 

7 年以内 

7 年超 

10 年以内
10 年超

預金(＊) 

譲渡性預金 

2,470,710

11,213

108,554

―

7,781

―

―

―

―

―

―

―

借用金 287,444 8,193 2,228 1 3 ―

合 計 2,769,368 116,747 10,009 1 3 ―

（＊） 預金のうち、要求払預金 1,868,127 百万円については、「１年以内」に含めて開示

しております。 

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ

て、以下の３つのレベルに分類しております。 

レベル１の時価： 

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され

る当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した

時価 

レベル２の時価： 

観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価： 

観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら

のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低

いレベルに時価を分類しております。 
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(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品 

（単位：百万円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

金銭の信託 

運用目的 ― 15 ― 15

その他有価証券 

国債 

地方債 

52,240 ―

189,170

― 

― 

52,240

189,170

社債 ― 10,563 ― 10,563

株式 1,786 ― ― 1,786

その他 

デリバティブ取引 

通貨関連 

8,970 58,442

20

― 

― 

67,412

20

資産計 62,997 258,212 ― 321,209

デリバティブ取引 

通貨関連 ― 1,054 ― 1,054

負債計 ― 1,054 ― 1,054

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（2020 年 3 月 6 日内閣府令第 9 号）附則第 5 条第 6 項の経過措置を適用した投資信託

及び金銭の信託のうち私募 REIT の時価については、上記表には含めておりません。連

結貸借対照表における投資信託及び金銭の信託のうち私募 REIT の金額は 19,190 百万

円であります。 

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

 （単位：百万円） 

区分
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券 

満期保有目的の債券 

国債 

地方債等 

17,214 

― 

―

―

― 

― 

17,214

―

社債 ― ― 4,224 4,224

貸出金 ― ― 1,809,692 1,809,692

資産計 17,214 ― 1,813,916 1,831,130

預金 

譲渡性預金 

借用金 

― 

― 

― 

2,587,064

11,213

297,875

― 

― 

― 

2,587,064

11,213

297,875

負債計 ― 2,896,153 ― 2,896,153
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（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

資 産 

金銭の信託 

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用

されている有価証券については、株式は取引所の価格、債券は日本証券業協会の価

格又は取引金融機関が算定する価格等によっております。観察できないインプット

による影響額が重要な場合はレベル３の時価、そうでない場合はレベル２の時価に

分類しております。 

なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「（金銭の信託関

係）」に記載しております。 

有価証券 

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものは

レベル１の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。公

表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル２の時価

に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。相場価格が入手でき

ない場合には、将来キャッシュ・フローの現在価値技法などの評価技法を用いて時

価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用して

おり、インプットには、TIBOR、国債利回り、信用スプレッド等が含まれます。算定

に当たり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル３の時価に

分類しております。 

貸出金 

貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分毎に、元利金

の合計額を TIBOR 等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いて時

価を算定しており、レベル３の時価に分類しております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来

キャッシュ･フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸

倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照表上の債権

等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価と

しております。 

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限

を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿

価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。 

負 債 

預金、及び譲渡性預金 

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時

価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間毎に区分して、将来

のキャッシュ･フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新

規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。 

なお、譲渡性預金について預入期間が短期間（1 年以内）のものは、時価は帳簿
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価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

これらについてはレベル２の時価に分類しております。  

借用金 

固定金利によるものは、一定の期間毎に区分した当該借用金の元利金の合計額

を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。 

なお、約定期間が短期間（１年以内）のもの並びに重要性が乏しいものについて

は、時価は帳簿価額と近似していると想定されるため、当該帳簿価額を時価として

おります。当該時価はレベル２の時価に分類しております。 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用で

きるものはレベル１の時価に分類しております。ただし、大部分のデリバティブ取

引は店頭取引であり、取引所の価格、割引現在価値やオプション価格計算モデル等

により算出した価額によって時価を算定しております。それらの評価技法で用い

ている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。 

観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベ

ル２の時価に分類しており、為替予約取引等が含まれます。 

（注２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情

報 

該当ありません。 
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（有価証券関係） 

連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」及び「買入金銭債権」中の貸付

債権信託受益権が含まれております。 

1. 売買目的有価証券（2022年３月31日現在） 

該当ございません。 

2. 満期保有目的の債券（2022年３月31日現在） 

種類 
連結貸借対照表

計上額（百万円）

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

時価が連結貸借

対照表計上額を

超えるもの 

国債 16,961 17,214 252

社債 1,890 1,975 85

小計 18,851 19,190 338

時価が連結貸借

対照表計上額を

超えないもの 

社債 2,250 2,248 △1

合計 21,101 21,438 336

3. その他有価証券（2022年３月31日現在） 

種類 
連結貸借対照表

計上額（百万円）

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えるもの 

株式 1,566 1,005 561

債券 31,137 31,106 31

国債 17,512 17,508 3

地方債 9,821 9,798 22

社債 3,804 3,798 5

その他 30,872 30,643 228

小計 63,576 62,755 821

連結貸借対照表

計上額が取得原

価を超えないも

の 

株式 219 241 △22

債券 220,836 221,464 △628

国債 34,728 34,806 △78

地方債 179,349 179,874 △524

社債 6,759 6,784 △25

その他 55,228 56,560 △1,331

小計 276,284 278,266 △1,982

合計 339,861 341,021 △1,160

4. 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） 

該当ございません。 
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5. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） 

 売却額 

（百万円） 

売却益の合計額

（百万円） 

売却損の合計額

（百万円） 

株式 1,125 41 59

債券 74,073 267 510

国債 64,171 208 218

地方債 3,059 59 -

社債 6,842 - 292

その他 44,288 180 574

合計 119,487 490 1,144

6. 保有目的を変更した有価証券 

該当ございません。 

7. 減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（市場価値のない株式等及び組合出資金を除く）の

うち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて30％以上下落しており、時価が取得原価

まで回復する見込みがあると認められないものについて、当該時価をもって連結貸借対

照表価額とするとともに、その差額を減損処理しております。 

当連結会計年度における減損処理額は、株式31百万円であります。 

（金銭の信託関係） 

1. 運用目的の金銭の信託（2022年３月31日現在） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円）

当連結会計年度の損益に 

含まれた評価差額（百万円） 

運用目的の金銭の信託 15 - 

2. 満期保有目的の金銭の信託（2022年３月31日現在） 

該当ございません。 

3. その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2022年３月31日現在） 

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円）

差額 
（百万円）

うち連結貸借対
照 表 計 上 額 が
取得原価を超え
るもの 
（百万円） 

うち連結貸借対
照 表 計 上 額 が
取得原価を超え
ないもの 
（百万円） 

その他の金銭の 
信託 

502 500 2 2 -

  （注）「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 
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（収益認識関係） 

顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

※企業会計基準第 29 号「収益認識に関する会計基準」において適用される顧客との契約から生じる収
益は次のとおりであります。 

 （単位：百万円） 

区分 当連結会計年度 

経常収益 57,011

うち顧客との契約から生じる経常収益 9,404

うち役務取引等収益（注 1） 8,519

預金・貸出業務 1,344

為替業務 1,057

代理業務 673

クレジットカード業務 1,397

保証業務 8

その他業務 4,038

うちその他業務収益（注 2） 540

クレジットカード業務 96

その他業務 443

うちその他経常収益（注 3） 343

クレジットカード業務 136

 その他業務 207

（注1） 役務取引等収益の「預金・貸出業務」「為替業務」「代理業務」は主に銀行業から、 

「クレジットカード業務」「保証業務」は主にクレジットカード業、信用保証業から、 

「その他業務」は主に銀行業から発生しております。 

（注2） その他業務収益の「クレジットカード業務」「その他業務」は主にクレジットカード業から 

発生しております。 

（注3） その他経常収益の「クレジットカード業務」は主にクレジットカード業から 

「その他業務」は主に銀行業から発生しております。 
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（１株当たり情報） 

１株当たりの純資産額 3,178 円 82 銭 

１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額 131 円 18 銭 

潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額 130 円 74 銭 

（ストック・オプション等関係） 

1. ストック・オプションにかかる当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

営業経費 ―百万円 

2. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（1）ストック・オプションの内容 

2011年 

ストック・オプション

2012年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数
取締役8名、監査役3名 

及び執行役員8名 

取締役8名、監査役3名 

及び執行役員3名 

株式の種類別のストック・
オプションの付与数（注）

普通株式 95,600株 普通株式 74,500株 

付与日 2011年7月29日 2012年7月31日 

権利確定条件 権利確定条件を定めていない 同 左 

対象勤務期間 対象勤務期間を定めていない 同 左 

権利行使期間 
2011年8月1日から 

2041年7月28日まで 

2012年8月1日から 
2042年7月30日まで 

2013年 

ストック・オプション 

2014年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数
取締役9名、監査役3名 

及び執行役員3名 
取締役10名、監査役3名 
及び執行役員3名 

株式の種類別のストック・
オプションの付与数（注）

普通株式 54,200株 普通株式 50,600株 

付与日 2013年7月31日 2014年7月31日 

権利確定条件 権利確定条件を定めていない 同 左 

対象勤務期間 対象勤務期間を定めていない 同 左 

権利行使期間 
2013年8月1日から 

2043年7月30日まで 
2014年8月1日から 
2044年7月30日まで 

2015年 

ストック・オプション 

2016年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数
取締役9名、監査役3名 

及び執行役員4名 

取締役8名、監査役3名 

及び執行役員5名 

株式の種類別のストック・
オプションの付与数（注）

普通株式 37,500株 普通株式 66,200株 

付与日 2015年7月31日 2016年7月29日 

権利確定条件 権利確定条件を定めていない 同 左 

対象勤務期間 対象勤務期間を定めていない 同 左 

権利行使期間 
2015年8月1日から 

2045年7月30日まで 

2016年8月1日から 

2046年7月30日まで 
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2017年 

ストック・オプション 

2018年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数
取締役8名、監査役4名 

及び執行役員5名 

取締役9名、監査役4名 

及び執行役員5名 

株式の種類別のストック・
オプションの付与数（注）

普通株式 52,100株 普通株式 48,300株 

付与日 2017年7月31日 2018年7月31日 

権利確定条件 権利確定条件を定めていない 同 左 

対象勤務期間 対象勤務期間を定めていない 同 左 

権利行使期間 
2017年8月1日から 

2047年7月30日まで 

2018年8月1日から 

2048年7月30日まで 

注. 株式数に換算して記載しております。 

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度（2022年３月期）において存在したストック・オプションを対象と

し、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

2011年 

ストック・ 

オプション 

2012年 

ストック・ 

オプション 

2013年 

ストック・ 

オプション 

2014年 

ストック・ 

オプション 

権利確定前（株）

前連結会計 

年度末 
－ － － － 

付与 － － － － 

失効 － － － － 

権利確定 － － － － 

未確定残 － － － － 

権利確定後（株）

前連結会計 

年度末 
10,800 13,600 14,000 15,600 

権利確定 － － － － 

権利行使 4,900 5,200 4,200 3,600 

失効 － － － － 

未行使残 5,900 8,400 9,800 12,000 
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2015年 

ストック・ 

オプション 

2016年 

ストック・ 

オプション

2017年 

ストック・ 

オプション

2018年 

ストック・ 

オプション 

権利確定前（株）

前連結会計 

年度末 
－ － － － 

付与 － － － － 

失効 － － － － 

権利確定 － － － － 

未確定残 － － － － 

権利確定後（株）

前連結会計 

年度末 
19,500 34,800 29,500 30,900 

権利確定 － － － － 

権利行使 2,900 4,800 4,000 3,700 

失効 － － － － 

未行使残 16,600 30,000 25,500 27,200 

②単価情報 

 2011年 

ストック・ 

オプション 

2012年 

ストック・ 

オプション 

2013年 

ストック・ 

オプション 

2014年 

ストック・ 

オプション 

権利行使価格 1株当たり  1円 1株当たり  1円 1株当たり  1円 1株当たり  1円

行使時平均株価 
1株当たり 

722円 

1株当たり 

722円 

1株当たり 

722円 

1株当たり 

722円 

付与日における
公正な評価単価 

1株当たり 

    927円 

1株当たり 

   854円 

1株当たり 

  1,162円 

1株当たり 

  1,411円 

 2015年 

ストック・ 

オプション 

2016年 

ストック・ 

オプション 

2017年 

ストック・ 

オプション 

2018年 

ストック・ 

オプション 

権利行使価格 1株当たり  1円 1株当たり 1円 1株当たり 1円 1株当たり 1円 

行使時平均株価 
1株当たり 

722円 

1株当たり 

722円 

1株当たり 

722円 

1株当たり 

722円 

付与日における
公正な評価単価 

1株当たり 

1,715円 

1株当たり 

 1,015円 

1株当たり 

 1,396円 

1株当たり 

 1,608円 

3. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

当連結会計年度において付与されたストック・オプションはありません。 

4. ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ

反映させる方法を採用しております。 

（重要な後発事象） 

該当ございません。 

53



資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

 その他有
価証券評
価差額金

土地
再評価
差額金

 退職給付
に係る調
整累計額

 その他の
包括利益
累計額合計

56,967   14,250   60,004   △170   131,051  174        751         △380 544        219       131,815 

-        -        △37     -       △37     －       －       －       －       －       △37 

56,967   14,250   59,966   △170   131,013  174        751         △380 544        219       131,778 

当期変動額

剰余金の配当        △1,279       △1,279       △1,279

親会社株主に帰属する当期純利益        5,590       5,590       5,590

土地再評価差額金の取崩        △25       △25       △25

自己株式の取得        △501   △501       △501

自己株式の処分        △29        96      66       66

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

      －       △949    25       354      △569    △40    △609

当期変動額合計 －       △29     4,285    △404   3,850    △949    25       354      △569    △40    3,240

56,967   14,220   64,252   △575   134,864  △775    776      △25     △24     179     135,018

会計方針の変更を反映した
当期首残高

当期末残高

　　　連結株主資本等変動計算書

株　主　資　本 その他の包括利益累計額

新株
予約権

純資産
合計

(単位：百万円)

当期首残高

会計方針の変更による
累積的影響額

2021年 ４月１日から
2022年 ３月31日まで
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